
け
い
じ
ば
ん
（
お
知
ら
せ
）

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
　広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。

※広告の内容に関する一切の責任は広告主に帰属します。津山市が特に推奨等するものではありません。
　広告の内容について、詳しくは広告主へお問い合わせください。

（
有
料
広
告
）

（
有
料
広
告
）

日曜納税窓口

月　の　納　税

月中のひとの動き

2018.6 1415 2018.6

６月24日㈰ 午前9時～午後４時
納税課（市役所2階1番窓口）

●市県民税（普通徴収）第１期
●介護保険料　　 　　  第１期　　　　　（普通徴収）

（納期限：７月２日㈪）
6

人口   101,598人(前月比△476)
　男 48,610 人 (同△231)
　女 52,988 人 (同△245）
世帯 44,988 世帯（同△96）
転入    665人 転出 1,099人
出生      69人 死亡    111人

３
（４月１日現在）

　
児
童
手
当
・
特
例
給
付
を
６
月

以
降
も
引
き
続
き
受
給
す
る
人
は
、

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

　
対
象
者
に
は
５
月
末
に
案
内
を

送
付
し
て
い
ま
す
。
必
ず
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

提
出
先　
こ
ど
も
課
（
津
山
す
こ

や
か
・
こ
ど
も
セ
ン
タ
ー
内
）、

各
支
所
・
出
張
所
担
当
課

提
出
方
法　
返
信
用
封
筒
で
郵
送

ま
た
は
直
接
提
出
す
る

締
め
切
り　
６
月
29
日
㈮

※
提
出
が
な
い
場
合
、
６
月
分

（
10
月
支
払
い
）
以
降
の
手
当

が
支
給
停
止
と
な
り
ま
す
の
で
、

ご
注
意
く
だ
さ
い

※
５
月
中
に
児
童
手
当
の
認
定
請

求
手
続
き
を
し
た
人
は
、
提
出

不
要

※
申
請
に
必
要
な
も
の
な
ど
、
詳

し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
問
こ
ど
も
課
☎
32
－
２
０
６
５

　
ひ
と
り
親
家
庭
や
心
身
障
害
者

の
医
療
費
給
付
を
受
け
て
い
る
人

が
、
７
月
以
降
も
引
き
続
き
給
付

を
受
け
る
た
め
に
は
、
次
の
期
間

に
更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
。

　
詳
し
く
は
、
お
問
い
合
わ
せ
く

だ
さ
い
。

期
間　
６
月
１
日
㈮
～
15
日
㈮

■
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費

問
こ
ど
も
課
☎
32
－
２
０
６
５
、

　
各
支
所
・
出
張
所
担
当
課

■
心
身
障
害
者
医
療
費

問
障
害
福
祉
課
（
市
役
所
１
階
10

番
窓
口
）
☎
32
－
２
０
６
７
、

　

 

32
－
２
１
５
３
、
各
支
所
・

出
張
所
担
当
課

　
８
月
１
日
か
ら
後
期
高
齢
者
医

療
被
保
険
者
証
が
新
し
く
な
り
ま

す
。
７
月
下
旬
に
普
通
郵
便
で
郵

送
し
ま
す
が
、
希
望
す
る
人
に
は

簡
易
書
留
郵
便
で
送
り
ま
す
。

締
め
切
り　
６
月
29
日
㈮

※
申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
保
険
年
金
課
（
市
役
所
１
階
８

番
窓
口
）
☎
32
－
２
０
７
３

　
20
～
60
歳
ま
で
の
間
に
国
民
年

金
保
険
料
を
納
め
て
い
な
い
期
間

が
あ
る
人
は
、
60
～
65
歳
ま
で
の

間
に
国
民
年
金
に
加
入
す
る
こ
と

で
、
老
齢
基
礎
年
金
額
を
増
や
す

こ
と
が
で
き
ま
す
。

対
象　
次
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま

る
人
①
国
内
に
住
所
が
あ
り
、

　
60
～
65
歳
未
満
で
あ
る
②
老
齢

基
礎
年
金
の
繰
り
上
げ
支
給
を

受
け
て
い
な
い
③
20
～
60
歳
ま

で
の
間
の
国
民
年
金
保
険
料
の

納
付
月
数
が
４
８
０
月
未
満
で

あ
る

保
険
料
（
月
額
）　

　
１
６
３
４
０
円

　
（
付
加
保
険
料

　
月
額
４
０
０
円
を
上
乗
せ
可
）

申
込
方
法　

津
山
年
金
事
務
所

（
田
町
）、
保
険
年
金
課
（
市
役

所
１
階
７
番
窓
口
）、
各
支
所・

出
張
所
担
当
課
で
直
接
申
し
込

む
※
必
要
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
保
険
年
金
課
☎
32
－
２
０
７
２
、

各
支
所・出
張
所
担
当
課
、津
山

年
金
事
務
所
☎
31
－
２
３
６
０

　
市
で
は
、
風
し
ん
に
よ
る
出
生

児
の
先
天
性
風
し
ん
症
候
群
の
発

病
や
重
症
化
を
予
防
す
る

た
め
、
予
防
接
種
費
用
の

助
成
を
行
っ
て
い
ま
す
。

対
象　
市
内
に
住
民
票
が
あ
り
、

風
し
ん
抗
体
価
検
査
結
果
の
抗

体
価
が
低
い
人
で
、
次
の
い
ず

れ
か
に
当
て
は
ま
る
人
①
妊
娠

を
希
望
す
る
昭
和
43
年
４
月
２

日
～
平
成
７
年
４
月
１
日
生
ま

れ
の
女
性
、
ま
た
は
そ
の
配
偶

者
（
事
実
婚
含
む
）
②
妊
娠
を

し
て
い
る
女
性
の
配
偶
者
（
事

実
婚
含
む
）

助
成
額　
風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
＝
３

　
千
円
、
麻
し
ん
・
風
し
ん
（
Ｍ

Ｒ
）
混
合
ワ
ク
チ
ン
＝
５
千
円

助
成
回
数　
１
人
に
つ
き
１
回

※
接
種
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
健
康
増
進
課
☎
32
－
２
０
６
９

　
母
子
保
健
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー

が
、
妊
娠
や
出
産
、
子
育
て
に
関

す
る
相
談
を
受
け
、
関
係
機
関
な

ど
と
連
携
し
な
が
ら
支
援
し
ま
す
。

　
電
話
で
の
相
談
や
家
族
か
ら
の

相
談
も
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

と
き　
平
日
午
前
８
時
30
分
～
午

後
５
時
15
分
（
祝
日
、
年
末
年

始
は
除
く
）

支
援
内
容　
妊
娠
中
の
人
や
赤
ち

　
ゃ
ん
へ
の
訪
問
、
授
乳
に
関
す

　
る
相
談
、
育
児
相
談
、
子
育
て

　

支
援
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
提
供

（
家
事
支
援
ヘ
ル
パ
ー
の
派
遣

な
ど
）

問
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー（
津
山
す
こ
や
か
・
こ
ど
も
セ

ン
タ
ー
内
）
☎
32
－
２
０
６
９

そ
の
他
の
相
談
は
22
ペ
ー
ジ
に

も
掲
載
し
て
い
ま
す

公
表
期
間　
６
月
１
日
㈮
～
29
日

㈮
閲
覧
場
所　
農
業
振
興
課
（
市
役

所
４
階
）、
各
支
所
・
出
張
所

担
当
課　

※
平
成
29
年
度
は
１
３
３
の
集
落

の
取
り
組
み
に
約
２
億
１
５
２

　
８
万
円
を
交
付
し
ま
し
た

問
農
業
振
興
課
☎
32
－
２
０
７
９

　
農
業
者
年
金
受
給
者
に
は
、
毎

年
５
月
末
に
農
業
者
年
金
基
金
か

ら
受
給
資
格
確
認
の
た
め
、
現
況

届
の
用
紙
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

　
必
要
事
項
を
記
入
し
、
６
月
末

ま
で
に
必
ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

提
出
先　

農
業
委
員
会
事
務
局

（
農
業
振
興
課
内
）、
各
支
所
・

　
出
張
所
担
当
課

受
付
期
間　
６
月
１
日
㈮
～
29
日

㈮
※
期
間
内
に
提
出
が
無
い
場
合

は
、
年
金
の
支
払
い
が
差
し
止

め
に
な
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い

問
農
業
委
員
会
事
務
局
☎
32
－
２

　
１
５
９

　
下
水
道
の
排
水
設
備
工
事
を
行

う
に
は
、
市
の
指
定
が
必
要
で
す
。

　
ま
た
、
現
在
指
定
を
受
け
て
い

る
工
事
店
も
９
月
１
日
以
降
に
継

続
し
て
指
定
を
受
け
る
に
は
、
更

新
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

要
件　
次
の
す
べ
て
に
当
て
は
ま

る
こ
と
①
県
内
に
営
業
所
が
あ

る
②
専
属
の
責
任
技
術
者
が
い

る
③
工
事
に
必
要
な
設
備
・
機

材
が
あ
る
④
市
税
な
ど
の
滞
納

が
な
い

申
請
方
法　
下
水
道
課
（
市
役
所

６
階
）
に
備
え
付
け
の
申
請
書

に
記
入
し
、
必
要
な
書
類
を
添

え
て
、
直
接
提
出
す
る

受
付
期
間　
６
月
１
日
㈮
～
７
月

２
日
㈪
（
土・日
曜
日
は
除
く
）

※
必
要
書
類
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

問
下
水
道
課
☎
32
－
２
１
０
０

と
き　
６
月
～
平
成
31
年
３
月

対
象
区
域　
市
内
給
水
地
区
全
域

※
こ
の
調
査
で
料
金
を
請
求
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、

調
査
員
は
身
分
証
明
書
を
携
帯

し
て
い
ま
す
。
不
審
な
訪
問
者

に
ご
注
意
く
だ
さ
い

問
水
道
局
水
道
施
設
課
☎
32
－
２

　
１
０
８

お
知
ら
せ

40歳・50歳・60歳・70歳
歯周病検診

とき　６月１日㈮～平成31
　年１月31日㈭
ところ　指定歯科医療機関
内容　歯周ポケットのチェックなど
の歯科検診、ブラッシング指導

対象　次の期間に生まれた人①昭和
22年４月２日～昭和23年４月１日、
②昭和32年４月２日～昭和33年４
月１日、③昭和42年４月２日～昭
和43年４月１日、④昭和52年４月
２日～昭和53年４月１日

料金　900円
※市民税非課税世帯、生活保護受給
世帯の人は無料（申請要）

※詳しくは、お問い合わせください
問健康増進課（津山すこやか・こども

センター内）☎32-2069

児
童
手
当
現
況
届
の
提
出

国
民
年
金
高
齢
者
任
意
加
入
制
度

農
業
者
年
金
現
況
届
の
提
出

漏
水
調
査
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

各
医
療
費
受
給
資
格
の
更
新

後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険

者
証
の
簡
易
書
留
郵
便

下
水
道
排
水
設
備
指
定

工
事
店
登
録
・
更
新

ご
利
用
く
だ
さ
い 

津
山
市
子

育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

平
成
29
年
度
中
山
間
地
域
等
直

接
支
払
制
度
実
施
状
況
の
公
表

風
し
ん
ワ
ク
チ
ン
予
防
接
種


